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学校再開後における感染防止に留意した給食の献立及び給食時の 

配膳方法等について（お知らせ） 

 

甲斐市教育委員会では、学校再開に伴う 6月 1日からの給食提供に向け、感染拡大の防止に万

全を期して準備を進めているところです。 

学校給食につきましては、感染のリスクが高いと考えられる活動と位置付けられているため、

当面の間、下記の感染防止対策に留意した献立により、安全・安心な美味しい給食を提供いたし

ます。 

また、給食の配膳時等においても、下記の感染防止対策を実施し、適切な対応を行いますので、

保護者の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 

記 

 

【献立の工夫】 

 

１、適切な栄養摂取を考慮する中で、可能な限り品数の少ない献立かつ複雑な配膳を必要としな

い献立とし、配食人数及び使用する食器数を最低限とします。 

２、パン、麺については、個包装の食材を提供します。また、調理パン（例：きなこパン等）の

提供は行いません。 

３、今まで週３.５回の米飯給食を実施していましたが、米飯の提供回数を少なくし、パン等の

提供回数を増やします。 

４、デザート及び果物については、個包装の食材を提供します。 

 

【配膳時等の感染防止対策】 

 

１、 給食の配膳を行う児童生徒及び教職員は、下痢、発熱、腹痛、嘔吐等の症状の有無、衛生的

な白衣、マスク、帽子を適切に着用しているか、手指は確実に洗浄したかなど、給食当番が

可能であるか毎日点検し、適切に対応します。 

 

                                    （裏面へ） 



 

２、給食当番はもとより、児童生徒等全員が、給食前のうがい、手洗いを行い、手洗い後は清潔

なハンカチ等を使用した拭き取りを徹底します。また、必要に応じて手指のアルコール消毒

を行います。 

３、教室の窓を開け、十分な換気を行います。 

４、配膳の前後には、配膳台及び机を消毒します。また、ランチョンマット（小学校）、テーブ

ルクロス（中学校）は使用しません。 

５、給食の配膳や片付け、おかわりの際は、少人数単位で行うとともに、十分な距離を確保し、

密集を避けるようにします。 

６、配膳の際、給食当番及び教職員は、使い捨て手袋を着用します。また、小学校低学年におい

ては、できる限り教職員が配膳を行います。 

７、喫食にあたっては、飛沫を飛ばさないよう、机を向かい合わせにせず前向きとし、会話を控

えるなどの対応を行います。 

８、食べ終わった後は、マスクを着用します。 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 甲斐市教育委員会 学校教育課 

保健給食係 電話 055-278-1696 


